












 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信太山（６）公務員宿舎（黒鳥宿舎８号棟）給水ポンプ取替 

件  名 信太山（６）公務員宿舎（黒鳥宿舎８号棟）給水ポンプ取替 

図面名称 表紙  図面番号 １／５ 

業務隊長 管理科長 営繕班長   設計者 

   

 

  

厚生科長 厚生班長     

   

 

  

作成者 陸上自衛隊信太山駐屯地業務隊管理科 



陸上自衛隊仕様書 

 

１ 件  名：信太山（６）公務員宿舎（黒鳥宿舎８号棟）給水ポンプ取替 

 

２ 場  所：大阪府和泉市黒鳥町３丁目２０－２９（黒鳥宿舎８号棟） 

 

３ 期  間：契約締結日～令和７年３月３１日 

 

４ 役務概要  

概 要 数 量 備 考 

給水ポンプ交換 １台 ポンプカバー付き 

給水配管等取替（保温も含む） １式  

試運転調整 １式  

電気配線配管接続 １式  

 

５ 一般事項 

(1) 本役務は、仕様書・図面及び関係諸規則に基づき、丁寧かつ確実 

に実施するものとする。また整備において、図面及び仕様書に明 

記なき事項でも作業上当然必要なことは請負業者において行うも 

のとする。 

(2) 本役務に際して、各関係法令に基づく関係官公庁への届出が必要 

なものについては、請負者の責任において実施するものとする。 

(3) 役務作業中に事故が発生した場合は、直ちに監督官に通報すると 

ともに監督官の指示に従うものとする。 

(4) 作業に際し、自衛隊施設へ損傷等与えた場合は、直ちに監督官に 

通報するとともに監督官の指示に従うものとする。 

(5) 作業中の、風紀、衛生、盗難予防等の現場管理については請負者 

の責任において実施する。この際、喫煙場所等については、駐屯地 

規則に基づき遵守するものとする。 

(6) 作業は、平日の０８１５から１７００の間とし土日祝の作業は原 

則禁止とする。ただし、作業内容、作業状況により時間外の作業が 

必要な場合は、あらかじめ監督官の承諾を受け、指示に従うものと 

する。 

 

 

(7) 自衛隊施設からの電気、水道の使用は原則禁止とする。ただし、 

作業内容、作業状況により必要な場合は、あらかじめ監督官に申出 

て、供給契約書を締結後、使用するものとする。 

(8)  請負者は、契約後速やかに監督官と調整し、作業工程表を提出し 

  監督官の承認のうえ施工するものとする。 

(9) 本作業に使用する材料はすべて新品とする。使用材料については 

事前に、監督官の承認を受けたものを使用するものとする。また、 

材料納入の都度、監督官の検査を受け合格品のみを使用するものと 

し、不合格品は速やかに場外に搬出するものとする。 

（10）材料仕様 

名称 規格等 備 考 

給水ポンプ 川本製作所製 KEF40A1.5又は同等品

以上 

 

ポンプカバー 川本製作所 53H又は同等品以上  

 

(11) 請負者は、「工事写真の撮り方改訂第 2版建築設備編（建設大臣官 

房営繕部監修）」を参考とし、作業前・作業中・作業写真を撮影し作 

業完了後速やかに監督官に提出するものとする。 

 (12) 作業で発生した発生材のうち、鉄類等の有価物については、官側 

  で引き継ぐものとし、監督官の指示する場所に運搬集積するものと 

する。その他の発生材については、請負者の責任において確実に処 

分するものとし、産業廃棄物管理票（マニュフェスト）Ｅ票の写し 

を提出するものとする。また、建築廃棄物処分委託契約書、産業廃 

棄物処分業証明書、産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを提出する 

ものとする。 
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６ 提出書類 

(1)  工程表          

(2)  現場代理人通知書 

(3)  打合せ簿 

(4)  着手・完了届 

(5)  使用材料等承認願 

(6)  作業写真 

(7)  発生材調書 

(8)  その他指示された書類 

 

７ 完成検査 

  作業完成後、検査官の完成検査を受検し、合格をもって完了とする 

手直しが生じた場合は、手直し完了後、再検査を受検し、合格をもっ 

て完了とする。 
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